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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人工弁が留置された被検体の臓器が描出された超音波画像データを参照データとして血
液の逆流位置を指定する逆流位置指定部と、
　前記血液の逆流位置を含む面をＸ線画像の撮影面とする撮影角度を設定する撮影角度設
定部と、
を備えるＸ線撮影条件設定システム。
【請求項２】
　前記逆流位置指定部は、前記臓器である大動脈の断面における超音波ドプラ画像データ
を前記参照データとして前記血液の逆流位置を指定するように構成される請求項１記載の
Ｘ線撮影条件設定システム。
【請求項３】
　前記逆流位置指定部は、前記超音波ドプラ画像データを参照して前記血液の逆流を示す
信号値に基づいて自動的に前記血液の逆流位置を検出するように構成される請求項２記載
のＸ線撮影条件設定システム。
【請求項４】
　前記逆流位置指定部は、前記超音波ドプラ画像データを参照して入力装置の操作により
前記血液の逆流位置を指示するためのユーザインターフェースを表示装置に表示させるよ
うに構成される請求項２記載のＸ線撮影条件設定システム。
【請求項５】
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　前記撮影角度設定部は、前記人工弁の中心軸及び前記臓器である大動脈の芯線の少なく
とも一方を更に含む面を前記撮影面とする撮影角度を設定するように構成される請求項１
乃至４のいずれか１項に記載のＸ線撮影条件設定システム。
【請求項６】
　前記撮影角度設定部は、複数の面をそれぞれ前記撮影面とする複数の撮影角度を設定す
るように構成される請求項１乃至５のいずれか１項に記載のＸ線撮影条件設定システム。
【請求項７】
　前記撮影角度設定部は、超音波ドプラ画像データを参照して前記複数の面における前記
血液の逆流の程度を示す各指標値に応じた優先順位を前記複数の撮影角度に設定するよう
に構成される請求項６記載のＸ線撮影条件設定システム。
【請求項８】
　前記撮影角度設定部は、超音波画像データを参照して前記複数の面における前記人工弁
と前記臓器である大動脈の内壁との間における各間隙の長さに応じた優先順位を前記複数
の撮影角度に設定するように構成される請求項６記載のＸ線撮影条件設定システム。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載のＸ線撮影条件設定システムと、
　前記Ｘ線撮影条件設定システムにより設定された撮影角度でＸ線撮影を行う撮影系と、
を備える画像診断装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至８のいずれか１項に記載のＸ線撮影条件設定システムと、
　前記超音波画像データを収集する超音波画像収集系と、
を備える画像診断装置。
【請求項１１】
コンピュータを、
　人工弁が留置された被検体の臓器が描出された超音波画像データを参照データとして血
液の逆流位置を指定する逆流位置指定部、及び
　前記血液の逆流位置を含む面をＸ線画像の撮影面とする撮影角度を設定する撮影角度設
定部、
として機能させるＸ線撮影条件設定プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、Ｘ線撮影条件設定システム、画像診断装置及びＸ線撮影条件設定
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、Ｘ線撮影装置で被検体の体内を撮影した画像を観察しながらリアルタイムにイン
ターベンション治療を行う技術として、大動脈弁の置換が知られている。大動脈弁の置換
は、大腿部の血管から挿入されたカテーテルを通じて大動脈に人工弁を設置する治療技術
である。カテーテルを用いた大動脈弁の置換術は、TAVR(Trans-catheter Aortic Valve R
eplacement)又はTAVI(Trans-catheter Aortic Valve Implantation)と呼ばれる。
【０００３】
　TAVRにおける人工弁の留置は、通常、Ｘ線透視画像をイメージガイドとして実行される
。Ｘ線画像を参照しながらデバイスを操作する医師は、Interventional Cardiologistと
呼ばれる。従って、人工弁の留置は、Interventional Cardiologistによって実行される
。
【０００４】
　人工弁の留置後には、超音波診断装置による確認が必ず行われる。具体的には、被検体
の経食道心エコー検査(TEE: Transesophageal Echocardiography)によって超音波エコー
画像を観察する医師が人工弁の留置の確認を行う。人工弁の留置後における確認として特
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に重要視されるのは、人工弁の周囲における逆流（リーク）の有無の確認である。
【０００５】
　逆流の観察は、２次元(2D: two dimensional)又は３次元(3D: three dimensional)の超
音波ドプラ画像を通じて行われる場合が多い。万一、血液の逆流が確認された場合には、
Interventional Cardiologistにより追加的な処置が採られる。追加される手技としては
、バルーンを人工弁の内側まで進めて拡張する手技が典型的である。すなわち、バルーン
の拡張によって人工弁と大動脈の内壁との間における間隙の閉塞が図られる。
【０００６】
　バルーンの拡張は、Interventional CardiologistがＸ線透視画像を参照しながら行う
。但し、少量の造影剤が被検体に投与される。これにより、大動脈弁の輪郭がＸ線画像上
に描出される。そして、Interventional Cardiologistは、Ｘ線画像に描出された人工弁
のエッジを観察しながら人工弁と大動脈の内壁との間における間隙が解消されるようにバ
ルーンを拡張させる。
【０００７】
　バルーンが拡張されると、再び超音波エコー検査によって血液の逆流が阻止されたか否
かが確認される。ここで血流の逆流が確認されると、更にバルーンの拡張が継続される。
そして、血液の逆流が止まると、治療が終了とされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１１－３６４３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　TAVRでは、人工弁の留置後における血液の逆流を確実に防止することが必須である。
【００１０】
　そこで、本発明は、TAVRにおいて血液の逆流を防止するために適切なＸ線撮影の撮影角
度を設定することが可能なＸ線撮影条件設定システム、画像診断装置及びＸ線撮影条件設
定プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の実施形態に係るＸ線撮影条件設定システムは、逆流位置指定部と撮影角度設定
部とを備える。逆流位置指定部は、人工弁が留置された被検体の臓器が描出された超音波
画像データを参照データとして血液の逆流位置を指定する。撮影角度設定部は、前記血液
の逆流位置を含む面をＸ線画像の撮影面とする撮影角度を設定する。
　また、本発明の実施形態に係る画像診断装置は、前記Ｘ線撮影条件設定システムと撮影
系とを備える。撮影系は、前記Ｘ線撮影条件設定システムにより設定された撮影角度でＸ
線撮影を行う。
　また、本発明の実施形態に係る画像診断装置は、前記Ｘ線撮影条件設定システムと超音
波画像収集系とを備える。超音波画像収集系は、前記超音波画像データを収集する。
　また、本発明の実施形態に係るＸ線撮影条件設定プログラムは、コンピュータを逆流位
置指定部及び撮影角度設定部として機能させる。逆流位置指定部は、人工弁が留置された
被検体の臓器が描出された超音波画像データを参照データとして血液の逆流位置を指定す
る。撮影角度設定部は、前記血液の逆流位置を含む面をＸ線画像の撮影面とする撮影角度
を設定する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態に係るＸ線撮影条件設定システム及び画像診断装置の構成を示
す機能ブロック図。
【図２】図１に示すＸ線撮影条件設定システム、超音波診断装置及びＸ線撮影装置を用い
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てTAVRを行う際の流れを示すフローチャート。
【図３】TAVRにおいて超音波診断画像に基づいて設定された撮影角度でＸ線撮影を行う方
法を模式的に示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施形態に係るＸ線撮影条件設定システム、画像診断装置及びＸ線撮影条件設
定プログラムについて添付図面を参照して説明する。
【００１４】
　図１は本発明の実施形態に係るＸ線撮影条件設定システム及び画像診断装置の構成を示
す機能ブロック図である。
【００１５】
　Ｘ線撮影条件設定システム１は、超音波診断装置２及びＸ線撮影装置３とネットワーク
を介して接続される。但し、Ｘ線撮影条件設定システム１の一部又は全部を超音波診断装
置２及びＸ線撮影装置３の一方又は双方に内蔵するようにしてもよい。Ｘ線撮影条件設定
システム１を介して接続される超音波診断装置２及びＸ線撮影装置３は、それぞれTAVR用
のイメージガイドを収集するための画像診断装置として用いられる。
【００１６】
　超音波診断装置２は、被検体Ｏの超音波画像データを収集する超音波画像収集系４を備
えた画像診断装置である。超音波画像収集系４は、超音波プローブ５を超音波データ処理
部６に接続して構成される。超音波プローブ５には、被検体Ｏに超音波を送受信すること
によって超音波受信信号を収集する複数の超音波振動子７が設けられる。超音波データ処
理部６は、各超音波振動子７において電気信号に変換された受信信号に基づいて超音波画
像データを生成する装置である。超音波データ処理部６において生成された超音波画像は
、超音波診断装置２の超音波画像表示装置８に表示させることができる。
【００１７】
　超音波診断装置２において収集される超音波画像データとしては、被検体Ｏからの超音
波反射エコー信号に基づいて生成される超音波形態画像データや被検体Ｏからの超音波ド
プラ信号に基づいて生成される超音波ドプラ画像データなどがある。超音波ドプラ画像デ
ータは、超音波形態画像データに重畳させることができる。このため、超音波診断装置２
により、大動脈の血管内を流れる血流の速度情報等の血流動態情報を、血管断面の形態画
像を背景として観察することができる。TAVRでは、超音波診断装置２により主としてTEE
が実行される。
【００１８】
　Ｘ線撮影条件設定システム１は、超音波診断装置２において収集された大動脈の超音波
画像データに基づいてＸ線撮影装置３用の適切な撮影角度を設定するシステムである。従
って、超音波診断装置２にＸ線撮影条件設定システム１を内蔵し、超音波診断装置２にお
いて設定されたＸ線撮影の撮影角度がＸ線撮影装置３に出力されるようにしてもよい。
【００１９】
　Ｘ線撮影条件設定システム１は、Ｘ線撮影条件設定プログラムをコンピュータ１１に読
み込ませて構築することができる。一方、Ｘ線撮影条件設定プログラムは、汎用コンピュ
ータをＸ線撮影条件設定システム１として利用できるように情報記録媒体に記録してプロ
グラムプロダクトとして流通させることもできる。もちろん、情報記録媒体を介さずにネ
ットワーク経由でＸ線撮影条件設定プログラムをコンピュータ１１にダウンロードするこ
ともできる。但し、Ｘ線撮影条件設定システム１を構成するために回路を用いてもよい。
【００２０】
　Ｘ線撮影条件設定システム１は、逆流位置指定部１２及び撮影角度設定部１３を有する
。従って、コンピュータ１１にＸ線撮影条件設定プログラムを読み込ませてＸ線撮影条件
設定システム１を構築する場合には、Ｘ線撮影条件設定プログラムがコンピュータ１１を
逆流位置指定部１２及び撮影角度設定部１３として機能させる。
【００２１】
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　逆流位置指定部１２は、人工弁が留置された被検体Ｏの大動脈が描出された超音波画像
データを超音波診断装置２から取得する機能と、人工弁が留置された被検体Ｏの大動脈が
描出された超音波画像データを参照データとして血液の逆流位置を指定する機能とを有す
る。血液の逆流位置は大動脈の断面における超音波ドプラ画像データを参照データとして
手動又は自動で指定することができる。
【００２２】
　自動的に血液の逆流位置を指定する場合には、逆流位置指定部１２が超音波ドプラ画像
データを参照して血液の逆流を示す信号値に基づいて自動的に血液の逆流位置を検出する
ようにすることができる。一方、手動で血液の逆流位置を指定できるように、逆流位置指
定部１２は、超音波ドプラ画像データを参照して入力装置９の操作により血液の逆流位置
を指示するためのユーザインターフェースを表示装置１０に表示させる機能を備えている
。
【００２３】
　撮影角度設定部１３は、血液の逆流位置を含む面をＸ線画像の撮影面とする撮影角度を
設定する機能と、設定した撮影角度をＸ線撮影装置３に出力する機能とを有する。望まし
くは、撮影角度設定部１３は、血液の逆流位置に加え、人工弁の中心軸及び大動脈の芯線
の少なくとも一方を更に含む面をＸ線画像の撮影面とする撮影角度を設定するように構成
される。
【００２４】
　尚、撮影角度設定部１３では、単一の面に限らず複数の面をそれぞれ撮影面とする複数
の撮影角度を設定することができる。その場合、候補として設定された複数の撮影角度に
対して優先順位又は撮影順序を付与することができる。優先順位及び撮影順序の決定方法
は任意である。例えば、超音波ドプラ画像データを参照し、複数の面における血流速度等
の血液の逆流の程度を示す各指標値に応じた優先順位を複数の撮影角度に設定することが
できる。或いは、超音波画像データを参照し、複数の面における人工弁と大動脈の内壁と
の間における各間隙の長さに応じた優先順位を複数の撮影角度に設定することもできる。
【００２５】
　Ｘ線撮影装置３は、被検体ＯのＸ線撮影を行う撮影系１４を備えた画像診断装置である
。撮影系１４は、Ｃ型アーム１５の両端にＸ線管を含むＸ線照射部１６とＸ線検出器１７
とを設けて構成される。Ｃ型アーム１５は、制御装置１９による制御によってＸ線照射部
１６とＸ線検出器１７とを寝台１８を挟んで対向配置できるように構成される。
【００２６】
　特に、撮影系１４は、Ｘ線撮影条件設定システム１により設定された撮影角度でＸ線撮
影を行うことができるように構成されている。具体的には、Ｘ線撮影条件設定システム１
により設定された撮影角度が制御装置１９に出力されると、制御装置１９はＣ型アーム１
５を駆動させ、Ｘ線撮影条件設定システム１により設定された撮影角度でＸ線撮影を行う
ことができるように構成される。撮影系１４の出力側は、Ｘ線画像生成部２０と接続され
る。そして、Ｘ線画像生成部２０において生成されたＸ線画像は、Ｘ線撮影装置３のＸ線
画像表示装置２１に表示させることができる。
【００２７】
　次にＸ線撮影条件設定システム１の動作および作用について説明する。
【００２８】
　図２は、図１に示すＸ線撮影条件設定システム１、超音波診断装置２及びＸ線撮影装置
３を用いてTAVRを行う際の流れを示すフローチャートである。また、図３は、TAVRにおい
て超音波診断画像に基づいて設定された撮影角度でＸ線撮影を行う方法を模式的に示す図
である。
【００２９】
　まずステップＳ１において、Ｘ線透視画像をガイドとして人工弁の留置及び拡張が行わ
れる。そのために予め被検体Ｏに造影剤が投与され、Ｘ線撮影装置３によりＸ線造影画像
が撮影される。これにより医師は、Ｘ線造影画像を観察して大動脈弁付近の構造を把握す
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ることができる。
【００３０】
　次に、Ｘ線撮影装置３により被検体ＯのＸ線透視画像が撮影される。医師は、Ｘ線透視
画像を観察しながらカテーテルを操作してカテーテルに取り付けられた人工弁を留置位置
に進める。人工弁が留置位置に位置決めされると、医師は人工弁を拡張させる。
【００３１】
　次に、ステップＳ２において、超音波診断装置２による超音波画像の収集及び表示が行
われる。一般的には、人工弁近傍における2D又は3Dの超音波形態画像及び超音波ドプラ画
像が収集される。そして、超音波画像を観察する医師が人工弁の形状及び血液の流れを観
察する。拡張後における人工弁と大動脈との間に隙間が存在すると、血液の逆流が生じる
場合がある。そこで、医師は、超音波画像を通じて特に血液の逆流の有無を観察する。
【００３２】
　血液が逆流している場合には、バルーンを拡張させることによって人工弁と大動脈との
間隙を塞ぐ手技が必要となる。このバルーンの拡張は、後拡張と呼ばれる。バルーンの拡
張は、少量の造影剤が被検体Ｏに投与された状態でリアルタイムにＸ線画像を参照しなが
ら実行される。すなわち、Ｘ線画像を参照してバルーンの拡張度合い及び人工弁と大動脈
との間隙が観察される。
【００３３】
　従って、大動脈の断面が楕円形状であるなど、円形でない場合には、適切な撮影角度で
Ｘ線画像を撮影しないと人工弁と大動脈との間隙を観察することが困難となる。このため
、確実に血液の逆流を防止できるように、人工弁と大動脈との間隙を観察できる撮影角度
でＸ線撮影を行うことが望ましい。そこで、後拡張用のＸ線撮影のための適切な撮影角度
の設定が行われる。
【００３４】
　そのために、ステップＳ３において、逆流位置指定部１２により血液の逆流位置が指定
される。血液の逆流位置の指定は、超音波画像を参照画像として行うことができる。その
ために、逆流位置指定部１２は、超音波画像を通じて血液の逆流位置を指定するためのGU
I (Graphical User Interface)を表示装置１０に表示させる。
【００３５】
　図３(A)は血液の逆流位置を指定するためのGUIの一例を示している。図３(A)に示すよ
うに、超音波画像として、大動脈３０の断面の形態画像に超音波ドプラ画像を重畳表示さ
せることができる。大動脈３０の断面を表示させると、大動脈３０の内部には、拡張後の
人工弁３１が描出される。
【００３６】
　人工弁３１は、通常、断面が円形となるように拡張される。従って、大動脈３０の断面
が楕円のように曲率が一定でない場合には、図３(A)に示すように人工弁３１と大動脈３
０との間に隙間が生じる。人工弁３１と大動脈３０との間に隙間が生じると血液の逆流が
生じる。
【００３７】
　血液に逆流が生じると、血流速度の向きが他の部分と逆になるため超音波ドプラ画像の
カラー表示によって、血液の逆流箇所を容易に視認することができる。このため、ユーザ
である医師は、入力装置９の操作によって最も間隙の幅が広い箇所や血液の逆流が顕著な
位置にランドマーク３２を設定することができる。これにより、ランドマーク３２として
血液の逆流位置を指定することができる。
【００３８】
　一方、逆流位置指定部１２における画像解析処理によって血液の逆流位置を自動的に指
定することもできる。その場合には、逆流位置指定部１２が大動脈３０の断面における超
音波ドプラ画像データを参照し、血流速度の符号が逆向きとなっている画素値に対応する
領域を抽出する。すなわち、血液の逆流領域を示すカラーの領域が抽出される。領域の抽
出は、血流動態を表す信号に対する閾値処理によって行うことができる。そして、抽出さ
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れた逆流領域の重心等の代表位置を、血液の逆流位置を示すランドマーク３２として求め
ることができる。
【００３９】
　次に、ステップＳ４において、撮影角度設定部１３により逆流位置に応じたＸ線撮影の
撮影角度が設定される。そのために、図３(A)に示すように大動脈３０又は人工弁３１の
断面の中心位置３３が特定される。大動脈３０又は人工弁３１の中心位置３３は公知の画
像処理によって自動的に特定することもできるし、入力装置９の操作によって手動で特定
することもできる。
【００４０】
　中心位置３３が特定されると、図３(A)に示すように、中心位置３３及びランドマーク
３２を通り、かつ大動脈３０の断面に垂直な面をＸ線撮影の撮影面３４として設定するこ
とができる。この結果、図３(B)に示すように、大動脈３０及び人工弁３１の中心軸３５
を含み、かつ血液の逆流位置を示すランドマーク３２を通る撮影面３４が設定される。
【００４１】
　このため、大動脈３０の断面が楕円である場合には、大動脈３０の断面の長軸と、人工
弁３１の中心軸３５とを含む面がＸ線撮影の撮影面３４として設定されることになる。
【００４２】
　尚、血液の逆流位置を示す複数のランドマーク３２を指定することもできる。その場合
には、複数の血液の逆流位置に対応する複数の撮影面３４が設定されることとなる。また
、GUIを通じたランドマーク３２及び撮影面３４の追加や手動による修正を行うこともで
きる。複数の撮影面３４が設定された場合には、撮影面３４ごとに超音波画像を表示させ
るようにしてもよい。また、確認用に各撮影面３４における超音波画像を表示させるよう
にしてもよい。
【００４３】
　複数の撮影面３４には、撮影順序や優先順位を付与するようにしてもよい。例えば、撮
影面３４と大動脈３０の断面との交線が、大動脈３０と人工弁３１との間における隙間を
横切る長さを測定し、長さがより長い交線に対応する撮影面３４の優先順位をより高く設
定することができる。
【００４４】
　或いは、血液の逆流の程度がより大きい撮影面３４の優先順位をより高く設定すること
もできる。血液の逆流の程度は、超音波診断装置２において血流動態情報として得られる
逆流血液の速度信号値と面積との積などを指標として数値化することができる。このため
、血液の逆流の程度を撮影角度設定部１３において自動計算することができる。
【００４５】
　但し、超音波画像を参照して手動で撮影面３４の撮影順序や優先順位を決定するように
してもよい。
【００４６】
　次に、Ｘ線撮影装置３における座標系と超音波診断装置２における座標系との位置関係
を示す位置合わせ(Registration)情報に基づいて超音波画像を通じて設定された撮影面３
４の座標変換が行われる。これにより、超音波診断装置２における座標系で設定された撮
影面３４がＸ線撮影装置３における座標系に変換される。
【００４７】
　尚、座標系間における位置合わせ情報を取得するために、Ｘ線画像に描出される超音波
プローブ５の位置情報を用いることができる。これにより、Ｘ線撮影装置３における座標
系と超音波診断装置２における座標系との間における位置合わせ処理を容易に実施するこ
とが可能となる。
【００４８】
　撮影面３４の座標変換が完了すると、撮影角度設定部１３において撮影面３４に垂直な
方向が撮影角度として求められる。そして求められた撮影角度がＸ線撮影条件設定システ
ム１からＸ線撮影装置３の制御装置１９に送信される。このため、Ｘ線撮影装置３の制御
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装置１９では、Ｘ線撮影条件設定システム１から取得した撮影角度がＣ型アーム１５の制
御条件として記憶される。尚、複数の撮影角度が送信された場合には、優先順位や撮影順
序を示す情報とともに複数の撮影角度がＣ型アーム１５の制御条件としてＸ線撮影装置３
に記憶される。
【００４９】
　次に、ステップＳ５において、設定された角度でＸ線撮影及びバルーンの拡張が実行さ
れる。すなわち、医師が撮影開始ボタンを押下すると、設定された撮影角度でＸ線撮影を
行うことができるように制御装置１９がＣ型アーム１５を駆動させて撮影系１４の自動位
置決めを行う。
【００５０】
　複数の撮影角度が設定されている場合には、最も優先順位が高い撮影角度又は最先の撮
影角度に従ってＣ型アーム１５が駆動する。尚、Ｘ線撮影装置３の操作によって複数の撮
影角度の候補から適切な撮影角度を選択したり、撮影順序の設定を行うようにすることも
できる。
【００５１】
　一方、造影剤注入装置からカテーテルを通じて大動脈３０内に造影剤が投与される。ま
た、カテーテルを通じてバルーンが挿入される。そして、Ｘ線画像の収集及び表示が行わ
れる。この結果、Ｘ線画像表示装置２１には、図３(C)に示すように、大動脈３０及び人
工弁３１の中心軸３５を含み、かつ血液の逆流位置を示すランドマーク３２を通る撮影面
３４のＸ線画像が表示される。また、大動脈３０のエッジは、造影剤によって視認するこ
とができる。
【００５２】
　このため、医師は、Ｘ線画像を通じて大動脈３０と人工弁３１との間における隙間を観
察することができる。そして、医師は、大動脈３０と人工弁３１との間における隙間が消
滅するように、バルーンを拡張させる手技を行うことができる。
【００５３】
　つまり以上のようなＸ線撮影条件設定システム１は、TAVRにおいて人工弁の留置及び拡
張後に血液の逆流が生じた場合に、血液の逆流位置を含む面をＸ線画像の撮影面とする撮
影角度を設定できるようにしたものである。より具体的には、Ｘ線撮影条件設定システム
１では、予めＸ線撮影装置３における座標系との位置合わせが行われた超音波画像を参照
して人工弁の留置後における血液の逆流位置を指定すると、大動脈の中心軸と指定された
血液の逆流位置とを通る面に垂直な方向がＸ線撮影用の撮影角度としてＣ型アーム１５に
出力される。
【００５４】
　このため、Ｘ線撮影条件設定システム１によれば、TAVRにおいて人工弁の周囲に血液の
逆流が生じた場合に、逆流防止のための手技に適した撮影角度でＸ線撮影を行うことがで
きる。
【００５５】
　以上、特定の実施形態について記載したが、記載された実施形態は一例に過ぎず、発明
の範囲を限定するものではない。ここに記載された新規な方法及び装置は、様々な他の様
式で具現化することができる。また、ここに記載された方法及び装置の様式において、発
明の要旨から逸脱しない範囲で、種々の省略、置換及び変更を行うことができる。添付さ
れた請求の範囲及びその均等物は、発明の範囲及び要旨に包含されているものとして、そ
のような種々の様式及び変形例を含んでいる。
【符号の説明】
【００５６】
１　Ｘ線撮影条件設定システム
２　超音波診断装置
３　Ｘ線撮影装置
４　超音波画像収集系
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５　超音波プローブ
６　超音波データ処理部
７　超音波振動子
８　超音波画像表示装置
９　入力装置
１０　表示装置
１１　コンピュータ
１２　逆流位置指定部
１３　撮影角度設定部
１４　撮影系
１５　Ｃ型アーム
１６　Ｘ線照射部
１７　Ｘ線検出器
１８　寝台
１９　制御装置
２０　Ｘ線画像生成部
２１　Ｘ線画像表示装置
３０　大動脈
３１　人工弁
３２　ランドマーク
３３　中心位置
３４　撮影面
３５　中心軸
Ｏ　被検体

【図１】 【図２】
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